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R2 ～ R6

R2 ～ R6

R2 ～ R6

R2 ～ R6

農山漁村地域整備計画

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林整備計画（第３期）

滋賀県

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市
高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町（１９市町）

令和２年度～令和６年度（５ヵ年）

（森林整備事業）
　・森林整備の基盤として整備された林道の路線延長　（ 0m → 2,000m ）
　・花粉発生源林の植え替え面積の増加　（ 0ha → 3ha ）

（治山事業、漁場保全の森づくり事業）
　・山地災害危険地区における対策着手率の増加（ 54.6% → 54.7% ）

事業名 地区名 事業実施主体 工期 総事業費(千円) 主な事業内容等

　滋賀県の森林は県土面積の約２分の１を占め、水源涵養や県土保全等の多面的機能を有し、県民の暮らしになくてはならな
いものです。しかし、平成25年に引き続き平成29年、平成30年と2年連続で発生した豪雨災害を受けて、荒廃した山地・渓流な
どに対する防災減災対策が求められています。このため、山地災害危険地区の点検を進めて土砂災害の危険性の高い箇所
を中心に治山施設整備を進め、災害に強い森林づくりを推進します。
　また、長引く木材価格の低迷や森林所有者の高齢化等から、適切な手入れが行われずに荒廃する森林が増加し、多面的機
能の低下や豪雨による土砂・倒木の流出等が危惧される状況にあります。このため、林道の開設・改良および林道施設の点検
診断・保全整備を行って森林整備の基盤づくりを進め、間伐などの森林施業を促進することで、森林の山地災害防止・土壌保
全機能や水源涵養機能の向上を図り、琵琶湖の水源や県民の暮らしを守る森づくりを目指します。

森林整備事業 滋賀県内 市町、森林組合等 576,014 機能回復整備事業他

滋賀県内 滋賀県、市町、森林組合等 735,261 林道事業

治山事業 滋賀県内 滋賀県 1,852,700 予防治山事業他

漁場保全の森づくり事業 滋賀県内 滋賀県 31,678 保安林改良事業

合計（全体事業費） 3,195,653

総括表



（別紙）

計画期間内

の総事業費

（千円）

5,540

248,807

(285,787)

321,667

182,748

293,044

142,906

(11,440)

11,734

15,650

11,440

11,440

19,000

19,549

6,526

7,680

8,922

2,997

1,625

276,578

21,500

70,676

(115,700)

115,778

59,000

(139,320)

139,338

49,142

95,126

71,000

102,378

365,432

30,000

30,000

120,000

(140,610)

144,724

76,226

72,800

13,002

4,980

26,698

(3,155,269)

3,195,653

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 甲賀管内 滋賀県
甲賀市、湖南

市
山地災害危険地区調

査
R6 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 南部管内 滋賀県

大津市、草津
市、守山市、
栗東市、野洲

市

山地災害危険地区調
査

R6 ～ R6

森林整備事業 林道点検診断・保全整備事業 東近江市 東近江市 東近江市 点検診断・保全整備 R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 湖南地区 滋賀県 湖南市 渓間工 R2 ～ R6

治山事業 予防治山事業 日野地区 滋賀県 日野町 渓間工 R2 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

R2 ～ R6

合計
   （全体事業費）

総事業費が10億円以
下のため未記入

R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 機能強化・老朽化対策 高島市内 滋賀県 高島市 機能強化対策工

R4 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 機能強化・老朽化対策 甲賀市内 滋賀県 甲賀市 機能強化対策工

R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 機能強化・老朽化対策 大津市内 滋賀県 大津市 機能強化対策工

治山事業 緊急防災減災対策総合治山事業
甲賀地区
（大河原）

滋賀県 甲賀市 渓間工、山腹工等 R5 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道点検診断・保全整備事業 栗東市 栗東市 栗東市 点検診断・保全整備

治山事業 予防治山事業 大津地区 滋賀県 大津市 渓間工、山腹工等 R2 ～ R6

森林整備事業 林道点検診断・保全整備事業 日野町 日野町 日野町 点検診断・保全整備 R6 ～

R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道点検診断・保全整備事業 多賀町 多賀町 多賀町 点検診断・保全整備

R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道点検診断・保全整備事業 高島市 高島市 高島市 点検診断・保全整備

R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道改良事業 西出大谷線 米原市 米原市 局部改良

R3 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道改良事業 鳥越線 長浜市 長浜市 局部改良

R4 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道改良事業 下山線 多賀町 多賀町 ずい道改良

R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

R4 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道改良事業 梅原雨谷線 高島市 高島市 橋りょう改良

森林整備事業 林道改良事業 道々線 栗東市 栗東市 橋りょう改良 R4 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

R3 ～ R6

R2 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 育成林整備事業 大吉寺線 長浜市 長浜市 森林管理道開設

森林整備事業 フォレスト・コミュニティ総合整備事業 上丹生柏原線 滋賀県 米原市 森林基幹道開設

R2 ～ R6

R2 ～

総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 機能回復整備事業 湖南計画区 森林組合等 計画区各市町 花粉発生源植替え

総事業費が10億円以
下のため未記入

R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 機能回復整備事業 湖北計画区 森林組合等 計画区各市町 花粉発生源植替え R2 ～

森林整備事業 フォレスト・コミュニティ総合整備事業 横山岳線 滋賀県 長浜市 森林基幹道開設

総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業
共生環境整備事業（絆の森整備事
業）

高島市 高島市 高島市 森林整備 R2 ～ R6

費用対効果 備考
事業型

事業箇所名 の事業内容

（地区名） （工種及び数量）

農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名 事業実施主体 関係市町村

計画期間内

工期

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 甲賀地区 滋賀県 甲賀市 山腹工、渓間工 R3 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 愛荘地区 滋賀県 愛荘町 渓間工 R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 東近江地区 滋賀県 東近江市 渓間工 R2 ～ R6

～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 長浜地区 滋賀県 長浜市 渓間工 R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 米原地区 滋賀県 米原市 渓間工 R2

滋賀県 日野町 森林整備 R2 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 緊急防災減災対策総合治山事業
米原地区
（清滝）

滋賀県 米原市 渓間工、山腹工等 R2 ～ R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 高島地区 滋賀県 高島市 渓間工、山腹工等 R2

総事業費が10億円以
下のため未記入

総事業費が10億円以
下のため未記入

漁場保全の森づ
くり事業

保安林改良事業
甲賀地区
（塩野）

滋賀県 甲賀市 森林整備 R2 ～ R6

漁場保全の森づ
くり事業

保安林改良事業
日野地区
（鎌掛）

R6
総事業費が10億円以
下のため未記入

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 多賀地区 滋賀県 多賀町 渓間工 R4 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

森林整備事業 林道点検診断・保全整備事業 彦根市 彦根市 彦根市 点検診断・保全整備 R5 ～ R6

総事業費が10億円以
下のため未記入

治山事業 予防治山事業 栗東地区 滋賀県 栗東市 渓間工 R6 ～ R6







滋賀県

判定

目標の妥当性 ○

○

○

整備計画の効果・効率性 ○

○

○

整備計画の実現可能性 ○

○

定量的指標

別紙１

農山漁村地域整備計画事前評価結果　令和６年　３月　１日

計
　
　
画
　
　
の
　
　
概
　
　
要

計画の名称

琵琶湖と人々の暮らしを支える森林整備計画（第３期）

計画策定主体

対象市町村

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市
高島市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町（１９市町）

計画の期間

令和２年度～令和６年度（５ヵ年）

計画の目標

　滋賀県の森林は県土面積の約２分の１を占め、水源涵養や県土保全等の多面的機能を有し、県民の暮らしに
なくてはならないものです。しかし、平成25年に引き続き平成29年、平成30年と2年連続で発生した豪雨災害
を受けて、荒廃した山地・渓流などに対する防災減災対策が求められています。このため、山地災害危険地区
の点検を進めて土砂災害の危険性の高い箇所を中心に治山施設整備を進め、災害に強い森林づくりを推進しま
す。
　また、長引く木材価格の低迷や森林所有者の高齢化等から、適切な手入れが行われずに荒廃する森林が増加
し、多面的機能の低下や豪雨による土砂・倒木の流出等が危惧される状況にあります。このため、林道の開
設・改良および林道施設の点検診断・保全整備を行って森林整備の基盤づくりを進め、間伐などの森林施業を
促進することで、森林の山地災害防止・土壌保全機能や水源涵養機能の向上を図り、琵琶湖の水源や県民の暮
らしを守る森づくりを目指します。

（森林整備事業）
　・森林整備の基盤として整備された林道の路線延長　（ 0m → 2,000m ）
　・花粉発生源林の植え替え面積の増加　（ 0ha → 3ha ）

（治山事業、漁場保全の森づくり事業）
　・山地災害危険地区における対策着手率の増加（ 54.6% → 54.7% ）

評
　
　
　
価

評価項目 評価の視点

森林整備保全事業計画に定める事業の目標と
整合性がとれていること

琵琶湖森林づくり基本計画目標と整合性がとれ
ていること

地域の課題に適切に対応する目標となってい
ること

整備計画の目標と整合性がとれる定量的指標
となっていること

定量的指標と事業内容の整合性が確保されて
いること

事後評価ができる適切な指標となっていること

地形、地質、地理状況等からみて、個別の事業
が技術的に可能であること

地域関係者等から同意又は理解を得られてい
ること

評
価
結
果

［評価基準］

　　　評価　Ⅰ　　　　 　　　　事業を実施 ［評価Ⅰ］は全項目に○印がついている

　　　評価　Ⅱ　　　　 　　　　計画の見直し ［評価Ⅱ］は1項目でも×印がついている


